
「新宿区立小・中学校部活動指導業務委託」公募型プロポーザルにおける質問事項回答
　※同様のご質問を複数の事業者からいただいた場合、主旨を変えない程度に質問をまとめて回答しております。

回答番
号

該当箇所等 項 番 質問 回答

1 仕様書 3 生徒数は何人でしょうか 各部活動の部員数は5名未満～50名程まで様々です。

2 仕様書 5
昨年度実施のうち、小学校・中学校でのクラブ内訳をご教示願
います。

令和6年度配置実績は以下のとおりです。

【小学校】
津久戸小　金管／江戸川小　金管／市谷小　金管／早稲田小　金管／鶴巻小
金管／富久小　金管／四谷小　金管／天神小　金管／戸塚第三小　金管／落合
第一小　金管／落合第二小　金管・ダンス／落合第三小　吹奏楽／落合第五小
金管／淀橋第四小　金管／愛日小　ゆるっとタイム

【中学校】
牛込第一中　　バドミントン・女子バレーボール・サッカー・
　　　　　　　バスケットボール・アート
牛込第二中　　女子バレーボール・女子バドミントン・男子バスケットボー
　　　　　　　ル・女子バスケットボール・ソフトテニス
牛込第三中　　ソフトテニス・バドミントン・軟式野球
四谷中　　　　軟式野球・卓球・硬式テニス・バスケットボール・
　　　　　　　女子バレーボール・美術
西早稲田中　　書道・男女ソフトテニス・軟式野球・剣道・調理・
　　　　　　　バレーボール
落合中　　　　女子バレーボール・卓球・男子サッカー・陸上・吹奏楽
落合第二中　　軟式野球・ソフトテニス
西新宿中　　　男子バスケットボール・男子バドミントン・
　　　　　　　女子バドミントン・サッカー・陸上・水泳
新宿中　　　　女子バスケットボール・男子バスケットボール・
　　　　　　　女子バドミントン・吹奏楽・バレーボール・ソフトテニス
新宿西戸山中　女子バレーボール・硬式テニス
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3 仕様書 5 クラブ設置されている学校種目等を提示頂けると幸いです。

「クラブ設置されている学校種目等」については、学校にある全ての部活動と
いう意味に解釈しました。上記の昨年度の配置実績を除いた全部活動は以下の
とおりです。学校案内に記載のある中学校のみ回答いたします。
【中学校】
牛込第一中　　吹奏楽・茶道・三味線
牛込第二中　　陸上競技・吹奏楽・美術
牛込第三中　　卓球・バレーボール・バスケットボール・吹奏楽・ESS・
　　　　　　　美術
四谷中　　　　バドミントン・サッカー・吹奏楽・家庭・新苑・TBG
西早稲田中　　バスケットボール・サッカー・吹奏楽・JRC・理科・
　　　　　　　創作美術
落合中　　　　バスケットボール・ソフトテニス・美術・生物科学・茶道
落合第二中　　バスケットボール・サッカー・卓球・剣道・陸上競技・
　　　　　　　吹奏楽・茶道・美術
西新宿中　　　パソコン・吹奏楽・茶道・熱帯魚飼育・E組クラブ
新宿中　　　　サッカー・水泳・茶道・美術・サイエンス・書道・
　　　　　　　若草クラブ
新宿西戸山中　バスケットボール・サッカー・卓球・陸上駅伝・吹奏楽・
　　　　　　　美術・茶道・英語・書道・理科・将棋・園芸・家庭科

4 仕様書 8 （1）

ヘッドコーチ・コーチと受託者（企業）の契約形態に制限はあ
りますか。委託契約を締結することは可能でしょうか。
可能な場合は、再委託について明確なルール等がございました
ら事前に教示いただけると大変ありがたいです。

委託契約の約款　第３条(一括再委託の禁止)では、「乙は、この契約について
委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することはできない。
ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。」と定められて
います。

5 仕様書 8 (1)
固定の指導者が不在になる場合、代替の指導者を配置すること
は可能でしょうか。

可能です。

6 仕様書 11 (1) 受託者はWBGT測定器を準備・購入する必要はありますか
準備する必要はございません。
環境省熱中症予防サイトにてご確認ください。
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7 仕様書 12
指導者への研修コンテンツには指定はありますでしょうか。仕
様書記載の①～⑨を満たす内容の研修であれば問題ございませ
んでしょうか。

内容を満たしていれば、コンテンツの指定はございません。

8 仕様書 13 (2)
本事業において生徒児童を保険に加入させるということは独立
行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象にな
らないという理解でよろしいでしょうか。

学校の管理下以外にて行われる部活動については対象外のため、別途加入が必
要です。

9 仕様書 15 (2)
連絡ツール（アプリ）を使用しても問題ないでしょうか。
専用アプリでのメッセージ、通話等を行う場合も社用端末の貸
与は必須でしょうか。

問題ございませんが、使用する際には学校・保護者の同意が必要です。そのた
め各学校・各部活動によって使用可否が異なります。
個人情報保護の点から、専用アプリでの連絡の場合でも社用端末を使用してく
ださい。

10 募集要項 3

プロポーザル実施要項 3 参加資格（１２）に、一般財団法人日
本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク又はISMS（情報
セキュリティマネジメントシステム）の認証を取得し、現在も
保持していること とありますが、現在審査申請中で、審査が通
れば次年度の事業開始までに、認証を取得する見込みである場
合、プロポーザルへの参加は認められるのでしょうか。

事業開始までに取得見込みである場合は参加可能です。

11 募集要項 11 (1)
提出書類のうち、「会社概要」について、部活動指導員の数と
して、業務委託契約を結んでいる指導者を含めることは可能で
しょうか。

再委託の場合は( )等でその旨を明記し、分けてご記入ください。

12 募集要項 16 (3)
選定の追加資料とは、提出する企画提案書のことを指していま
すか。企画提案書以外の資料を作成し、プレゼンテーション当
日に配布・投影することは問題ないでしょうか。

追加資料は、企画提案書の内容についてのプレゼンテーションのスライドを印
刷したものです。
内容が企画提案書に記載した事項のみであれば、投影用に書式等を変更してい
ただいても構いません。(パワーポイント等の作成可)


